
             
■学校経営のポイント 

                        “校長の意見具申権”の積極的活用を  
                                                                                                                   

年度末を迎えた。教員の人事異動が，多くの県で

は 3月下旬に新聞で発表される。そういう時期なの
で，今回は校長の意見具申権について述べることに
したい。 

従来の意見具申権規定 
 校長の意見具申権に関しては，従来，地方教育行
政の組織及び運営に関する法律（以下，地教行法と

略）において，次の 2ヵ条が根拠とされてきた。 
第 36条 学校その他の教育機関の長は、この法律 
及び教育公務員特例法に特別の定がある場合を除

き、その所属の職員の任免その他の進退に関する
意見を任命権者に対して申し出ることができる。
この場合において、大学附置の学校の校長にあっ

ては、学長を経由するものとする。 
第 39条 市町村立学校職員給与負担法第 1条及び 
第 2条に規定する学校の校長は、所属の県費負担

教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村
委員会に申し出ることができる。 

 第 36 条は，校長の意見具申権を一般的に規定し

たものであり，校長が当該学校所属職員の任免その
他の進退について，任命権者に対して意見を申し出
ることができることを明らかにしたものである。 

 この規定だけであれば，市町村立学校の校長は，
所属の県費負担教職員の任免その他の進退について，
任命権者である県教育委員会に申し出ることができ

るということになる。しかし，「この法律……に特
別の定がある場合」に該当する規定が第 39 条とし
て置かれている。 

 第 39 条は，市町村立学校の校長は，所属の県費
負担教職員の任免その他の進退について，市町村教
育委員会に対してだけ申し出ることができる制限規

定であり，市町村教育委員会に対しても申し出るこ

とができるという趣旨ではない。 

 これら第 36条・第 39条の規定に基づいて，校長
の意見具申権の行使がされてきたのであるが，昨年
の地教行法の改正で新たに 1項目が加えられた。 

校長の意見具申権の手続き的重みづけ 
第 38条第 3項 市町村委員会は，次条の規定に 
よる校長の意見の申出があった県費負担教職員に

ついて第 1項の内申を行うときは，当該校長の意
見を付するものとする。 
 この 1項目が加えられたことにより，校長の意見

具申権は，市町村教育委員会から都道府県教育委員
会への内申の手続き上，無視することができないも
のとなった。 

 このように，校長の意見具申権に内申の手続き上
の重みづけがされた趣旨を各学校の校長は十分にふ
まえて，アカウンタビリティ時代の学校経営を実現

するという大義のために，適正な人事異動を心がけ
ていただきたい。 
手続き的重みづけは，権限を与えられた校長の深

慮に基づいた適正な権限行使によって，各学校の充
実した教職員の整備充実に結実することとなる。 
        （わかい・やいち＝上越教育大学教授） 
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